
9 ONOMACHI　Jan_2015

3月

2月

　

減
さ
れ
な
い
な
ど
、
各
種
行

　

政
手
続
き
に
影
響
が
出
る
場

　

合
が
あ
り
ま
す
。
収
入
が

　

な
か
っ
た
方
も
申
告
が
必
要

　

な
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

　

ご
不
明
な
点
が
あ
れ
ば
お
問

　

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
税
務
課

☎
７
２
︲
６
９
３
２

郡
山
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

郡
山
税
務
署
の
確
定
申
告
会

場
は
、
今
年
も
郡
山
市
喜
久
田

町「
南
東
北
総
合
卸
セ
ン
タ
ー

イ
ベ
ン
ト
ホ
ー
ル
」に
開
設
し

ま
す
。　

　

来
場
さ
れ
る
際
に
は
、
前
年

分
の
申
告
書
な
ど
の
控
え
を
お

持
ち
く
だ
さ
い
。

◆
期
間

　

2
月
2
日
㊊
か
ら
3
月
16
日

㊊
ま
で（
㊏
㊐
㊗
を
除
く
）

◆
受
付
時
間

　

午
前
9
時
30
分
か
ら
午
後
4

時
ま
で

◆
申
告
書
作
成
に
は
国
税
庁

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
が
便
利
で
す
！

　

国
税
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
内

の「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー

ナ
ー
」を
活
用
し
ま
し
ょ
う
。

画
面
の
案
内
に
従
い
金
額
な
ど

を
入
力
す
る
と
、
自
動
で
計
算

し
て
所
得
税
の
確
定
申
告
書
な

ど
が
作
成
で
き
ま
す
。
申
告
書

を
印
刷
し
て
郵
送
で
提
出
し
た

り
、
作
成
し
た
デ
ー
タ
を「
ｅ

︲
Ｔ
ａ
ｘ
」で
提
出
す
る
こ
と

も
で
き
ま
す
。
混
雑
し
た
会
場

で
長
い
時
間
待
つ
手
間
も
省
け

ま
す
の
で
お
す
す
め
で
す
。

※
ｅ
︲
Ｔ
ａ
ｘ
と
は
、
自
宅
や

　

オ
フ
ィ
ス
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

　

を
利
用
し
て
申
告
、
申
請
、
届

　

け
出
な
ど
が
で
き
る
便
利
な
シ

　

ス
テ
ム
で
す
。

　

添
付
書
類
の
提
出
を
省
略
で

　

き
た
り
還
付
が
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー

　

に
受
け
ら
れ
た
り
す
る
な
ど
の

　

メ
リ
ッ
ト
も
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
国
税
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

　
（http://w

w
w

.nta.go.jp

）

　

を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
役
場

　

税
務
課
に
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
が

　

あ
り
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ

　

さ
い
。

問
郡
山
税
務
署

☎
０
２
４
︲
９
３
２
︲
２
０
４
１

申 告 相 談 日 程
日 月 火 水 木 金 土

２/16 17 18 19 20 21

本町、横町、仲町
大八、荒町

（８:30～16:00）

地区指定
なし

（８:30～18:00）

反町、中通
平舘、小野赤沼

（８:30～16:00）

22 23 24 25 26 27 28

地区指定
なし

（８:30～16:00）

谷津作、菖蒲谷
雁股田、皮籠石

（８:30～16:00）

地区指定
なし

（８:30～18:00）

飯豊上、飯豊中
飯豊下、吉野辺

（８:30～16:00）

日 月 火 水 木 金 土
３/ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７

浮金、小戸神
小野山神

（8:30～16:00）

地区指定
なし

（8:30～18:00）

夏井、南田原井、湯沢、塩庭一区、
塩庭二区、上羽出庭、和名田

（8:30～16:00）

地区指定
なし

（８:30～16:00）

８ ９ 10 11 12 13 14

夏井、南田原井
湯沢、塩庭一区

塩庭二区、
上羽出庭、和名田

（８:30～16:00）

対象地区指定日
に申告できな

かった方
（小野新町方面）
（８:30～16:00）

地区指定
なし

（８:30～18:00）

対象地区指定日
に申告できな

かった方
（飯豊方面）

（８:30～16:00）

対象地区指定日
に申告できな

かった方
（夏井方面）

（８:30～16:00）
15 16

　◆会場　役場第一会議室（役場隣り車庫２階）
　対象地区の日程に合わせてお出掛けくださるようご協力をお願いします。

地区指定
なし

（８:30～16:00）


